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「緊急事態宣言」
発令中

不 要 不 急 の 外 出 自 粛 を！

リスクを伴う飲食の自粛
● 昼夜を問わず、自宅・外食を問わず、以下の飲食については自粛。
・家族やパートナー以外との飲食
・長時間の飲食
・酒類を伴い、大声を出す飲食
・マスク無しで会話を伴う飲食など

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、1月14日、岐阜県において、特別措置法に基づく
「緊急事態宣言」が発令されました。感染拡大防止への一層の強い取組が重要であります。
　町民の皆様には、引き続き「マスクの着用」「手洗い」「人との距離を十分確保」し、常に3密を回避す
るよう心掛けてください。
　特に長時間の飲食、酒類を伴い大声を出す飲食、マスクなしで会話を伴う飲食など、リスクを伴う
飲食は、昼夜問わず、自宅・外食を問わず、自粛してください。
　皆様、今は、我慢の時です。ご自身とまわりの人の命と健康を守るため、一丸となってこの緊急事態
を乗り越えましょう。

　新型コロナウイルス感染拡大を
防止するには、一人ひとりの心掛
けと行動が大切です。
　体調がすぐれない場合は、外出
をしないのはもちろん、感染して
いても無症状のケースもあり、気
づかないうちに周囲にうつしてし
まう場合もあります。
　「かからない！うつさない！」とい
う意識を常に持って、感染拡大防
止対策の継続的な取組をお願い
します。

　新型コロナウイルスの感染経路として、飛沫感染のほか、接触感染にも
注意が必要です。ウイルスが着いた手で、目や鼻、口などを触ると粘膜を
通してウイルスが体に入り込みます。
　手指消毒や手洗いでウイルスを減らすことができます。感染予防の基
礎となるマスクの着用や「密閉」「密集」「密接」の3密回避と合わせて、次の
5つのタイミングで手洗いを実施してください。
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飛沫による高感染リスクの場面

接触感染にも要注意！ 基本の感染予防の継続も

「手洗い」の5つのタイミング

大人数や
長時間の
飲食

公共の場所から帰った時

咳やくしゃみ、
鼻をかんだ時

ご飯を食べる時 病気の人を
ケアした時

外にあるものに
触った時

マスクなし
での会話

町長からのメッセージ

神戸町長　谷村　成基

１

不要不急の外出自粛 （特措法第45条第1項）
● 昼夜を問わず、特に20時以降の外出自粛。
● 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職
場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために
必要なものについては、自粛要請の対象外。

2

県をまたぐ不要不急の移動自粛 （特措法第45条第1項）
● 特に、緊急事態措置を実施すべき地区の都道府県（東京都、埼玉県、
千葉県、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県、栃木
県）に対しては移動自粛を徹底。

3

新型コロナウイルス感染症

※緊急事態宣言の発令期間は2月7日（日）までとなります。
　今後の状況に応じて変更となる場合があります。


